
 

「福井新元気宣言」推進に関する政策合意  
 
 私は、知事の政策スタッフとして、「福井新元気宣言」に掲げられた「元気

な社会」、「元気な産業」、「元気な県土」、「元気な県政」の４つのビジョンを

着実に実現していくため、県民の理解と参加を得ながら、責任を持って職務

を遂行し、次に掲げる施策・事業について重点的に実施することを西川一誠

知事と合意します。  
 
 平成１９年７月  
 
                  福 井 県 知 事        西 川  一 誠  
 
                  総 務 部 長  大 沢    博  
 
 
 
Ⅰ 「新元気宣言」を推進するための１９年度の基本方針  
 

・ 職員の定数管理や給与の適正化、民間委託の推進等による歳出の

抑制と県税をはじめとする歳入を確保します。これにより、基金に

依存しない財政構造と県債残高増嵩の抑制を図ります。さらに、「福

井新元気宣言」実現のために必要な財源を確保します。  
 

  ・ 県と市町との政策面の連携を強化し、市町固有の課題の解決や魅

力ある地域づくりを支援します。  
 
   ・ 女性が地域や職場で責任ある役割を担い、優れた能力を存分に発

揮できる女性活躍社会づくりを進めます。 
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Ⅱ １９年度の施策  
 

１ 未来を託す教育・親しみ楽しむ県民文化 

 

  ◆ 県立大学を中心とした大学連携リーグ 

   ・ 知事と各大学の理事長・学長等による懇談会を開催し、県立大学

をはじめとする県内の大学等が相互に連携して行う研究を推進しま

す。  
 

大学連携リーグによる連携研究件数        １０件   

 

 

 

２ 日本一の安全・安心（治安回復から治安向上へ） 

 

◆ 災害・危機への「最初動」対策 

・ 若狭地域において災害時に現地災害対策本部となる若狭合同庁舎

の耐震補強計画を策定します。 

 

・ 災害ボランティアの先進県として、全国に福井県の施策と成果を

紹介します。さらに、災害ボランティアリーダーや自主防災組織メ

ンバーを対象とした研修を実施し、地域における連携体制の強化を

図ります。  
 

地域、学校、企業への災害ボランティア講師の派遣       ２０回 

災害ボランティアリーダー養成研修参加者       ３０人  

災害ボランティアセンタースタッフ養成研修参加者       １００人  

    
 
 
 

 
 ３ 夢と誇りのふるさとづくり  
 
  ◆ 新世代ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）による生活利便性の

向上  
・ 県独自の補助制度の統合・拡充や事業者に対し整備促進を働きか

け、携帯電話不感地域の解消に努めます。  

不感集落解消数       ６集落   
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・ 県民のニーズが高い手続きを優先して、電子申請ができる手続き

を増やします。  
    

電子申請サービス利用可能な手続き数   ８０件（１８年度 ４０件）   
 

・ 県ホームページについて、デザインや構成などの全体を再構築し

ます。また、ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）を導

入し、県民が閲覧しやすいホームページを目指します。  
※CMS：文字情報や画像情報などさまざまなデジタルコンテンツを収録、登録して統合

的に管理を行い、予め指定された形式でホームページを更新・配信する仕組み  

 
 

      

県ホームページアクセス数（トップページ）        ２００万件  

（１８年度 １８０万件）  
 

 

 

４ 行財政構造改革  
 

◆ 県政のレベルアップ  
・ 県政マーケティング事業を拡充し、政策立案段階に加え、現状分

析段階での意向・意識調査も実施します。  
 

実施件数                          １０件   

 

   ・ 事業効果や全国水準等との比較などの分析を行い、市町、民間と

の役割分担を踏まえ、事務事業の見直しを徹底します。 

     また、市町、民間との共動により効率的、効果的に事業を行える

よう予算編成を行います。 

 
見直し目標        一般財源で３０億円（１８年度２８．７億円）   

 

・ 職員一人ひとりの能力や意欲を十分引き出すため、職員の業績や

行動・姿勢を適切に評価・活用する新たな人事評価制度を管理職に

本格導入します。さらに、一般職への導入も検討します。 

 

・ 研修業務について、外部委託するための方法などを検討し、外部

委託を推進します。  
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   ・ 公文書公開請求時において、その対象となる文書を的確に把握す

るなど、迅速な情報公開を推進します。  
 

・ 政策課題に関する各施策の企画・立案、検証に必要なデータを的

確に把握するため、独自統計調査を実施します。 

 

 独自統計調査数                        ３件  

 

   ・ ＮＰＯ法人の健全な活動を促進するため、事業報告書等に基づき

適正な運営が行われているかを確認します。また、税務相談会を開

催するなど必要な助言を行います。さらに、ホームページにおける

自主的な情報開示を積極的に進め、ＮＰＯ法人に対する社会的信頼

を高めます。  
 

ホームページにおける情報開示法人数            ５０法人   
 
 

◆ 質の高い政策をめざすスリムな県庁 

   ・ 税収入を確保するため、自動車税については、現年課税分ととも

に、滞納繰越分についても滞納処分を積極的に実施します。また、

個人住民税については、共同して直接徴収を行うなど市町と連携し

て徴収強化を図ります。 

  
自動車現年課税分の収入率    ９８．８％  

納期内納付率    ６６．８％  

個人住民税の直接徴収案件の引受件数      ７０件  

 

 

 

 
・ 未利用の県有財産について、売却や貸付を進め、歳入の確保に努

めます。 

 
県有財産売却・貸付による歳入の確保      ２億円   
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  ・ スリムで効率的な組織・機構を構築するため、出先機関や附属機

関を再編します。また、庶務業務等のアウトソーシング（外部委託）、

特殊勤務手当等の諸手当の見直しを進め、県民サービスの向上や業

務の効率化、コスト縮減を促進します。 

 
職員数（一般行政部門）                 ４０人削減  

（１９年４月  ３，１２１人→２０年４月  ３，０８１人）   

附属機関数          １０機関削減（１０７機関→９７機関）  

超過勤務     １５年度超過勤務手当支給額（１，１５７百万円）を  

下回るように努力  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 行財政構造改革による財源の確保 

   ・ 「行財政改革実行プラン」をさらに超える財政全般の構造改革を

推進し、政策推進枠予算の財源を確保します。 

 
項    目  １９年度の目標値  

財政調整基金等の年度末残高  ２４８億円  
経常収支比率  ９５％以下  
起債制限比率  １５％以下  
起債依存度  １０％以下  
プライマリーバランス  黒   字  
自主財源比率  ４０％以上  

政策推進枠予算      一般財源で１６億円（４年間で１５０億円）  
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 ○ ４年間の目標数値 

今後４年間の施策を通じて次の目標の実現を目指します。 

 指標名 １８年度の現状 
２２年度末 

までの目標 

◆ 県 立 大 学 を 中 心

と し た 大 学 連 携

リーグ 

大学連携リーグによる連携研

究件数 
― ４年間で２０件

携帯電話不感集落の解消 
（不感集落９０ 

集落） 

４年間で 

２５集落解消 

電子申請利用可能手続き数 ４０件 ２００件 

◆新世代ＩＣＴ 

（ 情 報 コ ミ ュ ニ

ケーション技術）

に よ る 生 活 利 便

性の向上 
県ホームページアクセス数 

（トップページ） 
１８０万件／年 ２６０万件／年 

◆ 質 の 高 い 政 策 を

目 指 す ス リ ム な 県

庁 

職員数（一般行政部門） 
３，１２１人 

（平成１９年 

４月１日現在） 

３，０４６人 

（平成２２年 

４月１日現在）

財政指標 

・経常収支比率 

・起債制限比率 

・起債依存度 

・自主財源比率 

９１．０％ 

１３．９％ 

 ９．９％ 

３８．３％ 

９５％以下 

１５％以下 

１０％以下 

４０％以上 

行 財 政 構 造 改 革 に

よる財源の確保 

政 策 推 進 枠 予 算 の 確 保

（一般財源）（※） 
― １５０億円 

 職員数（一般行政部門）等について、１９年度の行財政改革実行プランの改定を踏

まえ見直します。 

（※）は、新元気宣言に記載のある目標数値 
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